
▶▶今回の調査で遡り取消になった主な事例

　平成28年7月1日を基準日として実施した被扶養者状況調査（検認）につきましては、組合員及び被扶養者の
皆様にお忙しい中ご協力をいただきありがとうございました。
　共済組合では、組合員と同様に被扶養者に対しても医療保険の適用等、様々な給付を行っています。そのため、
被扶養者としての認定に関しては、組合員との生計維持関係や収入状況等一定の要件を満たしていることが条件
とされています。
　今回の調査は、18歳以上75歳未満の被扶養者21,078人を対象に資格調査を行い、内容確認を終了し被扶養
者としての資格を更新いたしました。
　検認の結果、収入の増加や就職など異動にかかる手続き漏れが判明し遡って扶養の取消となったケースが多く
見受けられました。この場合、その期間中の医療費等を返還していただくことになりますので、今後も引続き被
扶養者にかかる収入の管理をしていただくとともに異動が生じた場合には速やかに取消の手続きをお願いします。

1 被扶養者が就職したものの、取消手続きを忘れていた。 
⇒調査時に気付いて扶養取消の手続きをされる方が多く見受けられました。

2 仕送り（生計費）の送金確認が必要な別居の被扶養者について、定期的かつ継続的な送金ではない。また、
証明する書類がない。
⇒ 別居の被扶養者への仕送りは、生活費であることから、定期的かつ継続的な送金であることが必要となりま
す。不定期及び一括での送金では被扶養者として認められないことになります。 
また、生活費を現金や現物で手渡している場合は、仕送りの事実が客観的に確認できないことから、被扶養
者の認定取消に該当することになります。

3  パート・アルバイト等により被扶養者の年間収入額が増加し、年収130万円（月額108,334円）以上となってしまっ
た。
⇒ 被扶養者の収入は、認定基準を超えないことが原則となります。
なお、事情により年収130万円未満であっても月額基準額を超えた場合は、次のように取り扱いますのでご
注意ください。
①　 3ヵ月連続して、収入が月額基準額を超えたときは、最初に超過した月の１日に遡り恒常的に月額基準
額以上の収入があったとみなし、認定を取消します。

②　 連続する3ヵ月の平均が月額基準額を超えたときは、その平均を超過した最初の月の１日から恒常的に月
額基準額以上の収入があったとみなし、認定を取消します。（平成28年7月から）

4  事業者である被扶養者の収入額が基準を超えていた。
⇒ 事業者である被扶養者の収入が増加し、年収130万円以上が見込めることになった場合は、被扶養者の取
消に該当します。 
事業収入（農業収入及び不動産収入等を含む。）は、年間収入額から本組合が認める経費を控除した額が
被扶養者の収入となります。
なお、事業者である被扶養者においては、確定申告に係る書類の写しを大切に保管してください。

5  年金額が変更となり、認定基準額（180万円以上）を超えてしまった。
⇒ 年金の改定証書や支払額変更通知書などで年金額の確認をしていただき、以下の事由などで収入の合計が
180万円以上になったときは取消しの手続きをお願いします。　　
①　年齢到達により厚生年金等が決定または改定され、収入が180万円以上となった。
②　65歳になったこと等により国民年金の老齢基礎年金の受給が始まり、収入が180万円以上となった。
③　配偶者死亡による遺族年金を受給することになり、収入が180万円以上となった。
④　 病気等により障害年金を受給することになった、または障害程度が増進し年金額が増額になり、収入が
180万円以上となった。
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お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

▶▶扶養認定の確認のポイント
扶養認定にかかる内容はホームページでもご確認いただけます。（被扶養者の認定・取消Q＆A）

別居している方への仕送りは
毎月送金していますか？送金
明細等紛失していませんか？
確認しましょう！
送金せず手渡し、1ヵ月でも
送金を忘れた場合は、扶養の
事実が確認できないため取消
になります。

6

18歳以上60歳未満の方は、
学生（夜間学部・通信教育を除
く）または配偶者等、主として
組合員の収入で生計を立てて
いる人でなければ原則被扶養
者となるこ
とはできま
せん。

1
毎年4月には、家族の卒業、
進学、就職、退職等の状況を
確認し手続
き 漏 れ が
ないように
しましょう！

2
パート・アルバイト収入のある
方については、月額限度を超
えていない
かこまめに
確認をしま
しょう！

3

確定申告をしている方は、年
収が130万円以上になってい
ないか確認しましょう！

4
年金を受給されている方は、
年金額改定通知書を確認をし
ましょう！

5

任意継続組合員任意継続組合員のの皆さま皆さまへへお知らせお知らせ
　任意継続組合員の期間（２年間）が満了になる方につきましては、満了日の翌日から「他の健康保険
制度」に加入しなければなりません。
　その加入手続きの際に必要となる「資格喪失証明書」を３月17日（金）にご自宅
へ郵送いたしますのでご確認のうえ、紛失しないよう大切に保管してください。
　期間満了後は、保険証（任意継続組合員証、限度額適用認定証、任意継続組
合員被扶養者証、高齢受給者証、特定疾病療養受領証など）を速やかに返納し
てください。
※ 期間満了後に保険証を提示して医療機関等へ受診した場合は、不正受診となり、
医療費を返還いただくことになりますのでご注意願います。

共済組合からの郵送物は必ずご確認ください！
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